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明治 28 年夏の島根県では類似保険会社ブームが 盛期を迎えた。事業内容は人買いに等しく、『山

陰新聞』は次第に批判の論調を強めた。実際に弊害が顕著となってきたために、同年 10 月 22 日地方

裁判所は解散命令を発した。多くの会社が清算に着手する中で、業態を変えるなどして生き残りを図

る強かな会社も少なくなかった。 

キーワード：『山陰新聞』 爺々婆々会社 解散命令 

 

 

Ⅰ．序論 

 明治 28 年夏から秋にかけて、島根県の類似保険会社ブームは 盛期を迎えた。同年 10 月 22 日

に解散命令が発せられるまで新しい会社が続々と現れた。前稿で見たように、『山陰新聞』紙上に

はほぼ連日にわたって新設会社の登記広告が掲載された。また、既設会社の営業案内広告も数多

く見られた。その結果、広告面はこれらの会社の広告によって埋め尽くされた観があった。それ

によってブームは一段と盛り上がったのではないかと推測される。 

一方、『山陰新聞』の記事面には時折、類似保険に好意的でない、あるいは批判的な論調の記事

が掲載されるようになった。これらの記事はかなり正確に類似保険会社の本質を捉えており、読

者に警告を発していた。広告面と記事面のこの矛盾した態度は、それ自体、印象的なことである

が､その原因や意義の解明は今のところ筆者の手に余る。本稿では､同紙の記事を素材にこのブー

ムの経過を追い、それがいかなる性格のものであったかを探りたい。 

 以下、[ ]内は『山陰新聞』における記事等の掲載年月日である。明治の年号は省いた。また、

引用文中の[ ]は筆者が補った言葉である。◇は印刷不鮮明などにより読み取りのできなかった文

字を示している。傍点は断らない限り引用者による。句読点は原文のままである。 
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Ⅱ．広告と記事－『山陰新聞』と類似保険 

１． 批判高まる 

明治 28 年 7 月 30 日の 1 面に「救済合資会社」という記事がある。途中に「吾輩は」とあるか

ら、記者の一人が書いた論説の類であろう。生命保険会社の流行は社会経済上「頗る痛心」の極

みで、救済合資会社が「春の木の芽の如く」続々と創立される状況はいかんとも表現のしようが

ないと書き出す。 

「保険会社とは違い死を欲すること棺を作るものと一般死者を取扱ふ僧侶の如し死者ありて会
、、、、、、

社隆盛なり
、、、、、

普通の人情より察すれど恐らくは之より軽薄なるものあらじ」。 

合資会社にも言い分があった。「死して余財あり遺族をして寒に叫び餓に泣かざるを得せしむる

ものは我等合資の会社あるにあらずや」。会社の言い分は分からないではないが、と「吾輩は」社

会経済を苦慮する。まさに流行がその極に達するや競って濡手に粟を握ろうとする「投機者の小

なるもの」が続々発生するのは「勢の然らしむる処」で、「被保険を以て一種の商法の如く思惟す

る者往々にして然り」。「被保険」は保険加入の意であるが、それを商売の如く考える手合いがお

り、そのために「老人の価値は頓みに騰貴するの傾向あり
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

頻りに人を派して老人を購買するもの

あり」。いやしくも利を射んと欲するものは競って「少資を投じ以て多利を他日に僥倖せむとする」。

それとともに社会への資本供給は減り、一方、「坐して食せむとするの徒を生ず」。まさに憂ふべ

き極みではないか。「何となれは僥倖は人を誤まらしむるの鴆毒なれはなり」。「僥倖」は偶然の幸

運、「鴆毒」は中国の山中に棲む「鴆」という鳥の羽にある猛毒である[『日本国語大辞典』]。8

月中旬に「共済会社」はすでに 53 に達していたが[28.8.18]、確かにこの種の取引が流行する社会

はまとも
、、、

ではない。 

8 月 18 日付「仲買の狼狽」によれば、合資会社とコレラが一般に蔓延するに伴い「老人の価値
ネ ウ チ

は頓みに騰貴し此の機に乗して仲買人続々として出で一人の被保
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

5
、
社
、

7
、
社に及ぶものあり
、、、、、、、、

」。 

ここで類似保険の仕組みを説明しておく。類似保険会社が募集する「組」にある人を加入させ

る。これを「被済人」と呼ぶ。かれに何か起これば…多くは死亡であったが…その人を加入させ

た「契約人」と称する人へ会社は所定の金額を支払う。その金は同じ組に属する他の契約人から

徴収する。ある契約人が加入させた被済人が長生きすれば、他の被済人の死亡のたびに金を取ら

れるから、なるべく早く死にそうな老人や病人を入れる方が得である。但し、加入後所定の期間

…例えば 100 日…が経過しなければ契約金は支払われない。当初は家族が契約人になる例が多かっ

たが、被済人と契約人の関係について制限はなく、老人や病人がいると第三者が彼らをどれかの

会社の被済人にしようとする。老人や病人の縁者は恐らく名義貸し料を貰う。こうして老人や病

人を斡旋して歩く「仲買人」が現れた。なお、死亡一件毎の徴収額と契約人への支払金との差額

が会社の収入になる。それ故、会社が保険を引き受けていたのではなく、したがって、合資会社

は「保険者」ではない。 

さて、「近頃」、と上掲の記事は続ける、新材木町の一老人がコレラに罹り早速避病院に送られ
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たが、「被保后マダ百日に足らぬものから仲買人の狼狽は大方ならず西へ東へ奔走して医者や祈願

と一生懸命何卒百日まで[生きてくれと]注射や電気で[看護するが]併し其関さへ越しなは［今度

は］一刻もハヤク往生安楽祈り奉ると騒ぎ立て」る。老人は「運拙くして遂に養生其詮なく」死

去した。仲買人の落胆は大きかったであろう。「此の段仲買諸君に謹告す」と新聞は言う、「生前

の資本
モ ト デ

可惜
ア タ ラ

其の甲斐なかりしはお気の毒千万併し幸に遺族は濡手に粟にとか」[28.8.18]。加入後

100 日を経過前の死亡では、契約人には一文も入らない一方、遺族は名義貸し料をたんまりと稼

いだ筈である。 

 この手の記事が時おり掲載された。8 月 28 日には「人情はなし金の世の中の事」が見られる。

類似保険会社の勃興は「雨後の 菌
キノコ

の如く梅雨の黴に似たり」。他県に見られないこの種の会社に

よる事業熱の発作は[日清]戦後の経済界にとって喜ばしい出来事といえるのか。 

「唯一種の仲買商ありて老爺媼を買占め保険料とやらんを払込み契約の期限を過くれは早く死

んて呉れかし 50 銭か 1 円の掛金にて 15 円の保険金は只儲けとなるへしと死去を神仏に祈り居

るとそ人情紙より薄く老先短かき爺媼に仇もなきに死ねかしと祈るこそウタてき限りなれ」。 

 9 月 12 日「被済人の閉口」は 4 本の断片的記事で構成される。まず、村長が率先して無断で名

義借りをした話しである。 

「一村の長及ひ下僚の輩村夫子等は共謀して例の会社へ例の通り老人や病人の名義だけ無断借
、、、、、、、、、、、、、

用して数十となく加盟し
、、、、、、、、、、、

明年はキット長者番付に載る気分で居たかそふ甘くは烏賊の何んとや

らにて此頃某共済会社か身元調へにかかると本人は一向昼寝の夢にも知らぬと◇立しのみなら

で当人より親戚まてか怒鳴り出して調へて見ると全く村長方の行為なれは直くに村長の糞のあ

るものかと強硬談判に及ふと先生等平常の役柄に似もつかづ平に平にと誤り証文までも書入れ

んとすれど中々承知のけ色なしとは年寄病人の方元気強しと云はん」。 

次は「会社の閉口」と題され、「何人か一老人の名を借て流行の会社と契約とかを締結しけり然

るに運よく（？
ママ

）老人の寿命詰まりて失せにしかは」、相続人はすぐに会社に行き共済金を請求し

たところ、会社の方では契約人に渡すといって応じない、そこで「そは不都合なり貴会社設立の

趣旨何処にあるかと掛合込めは社員グッと弱りしかどソコが此会社員だけ[に]三百をならべて今

に渡さぬといふ」。今と同じく払い渋りがあったらしい。三つ目は「死者隠蔽」の話しである。 

「合資会社の流行は期限前に死なしてはならす其の后ならは一刻も一分一秒も往生安楽を祈る

こととて聞くか如んば或る町の老人既に死せるにも拘はらす公然の手続を延はし一両日を経過

せしめんと秘し居るものさへありと」。 

四つ目の「発火往生」には、「本年末寒冷の候に至れは炬燵も炭火を燃やすことの出来るより被

保人をは蒲団をかふせて蒸騰させ蚕児と一般蒸殺せしむるものもあらんと」、恐ろしい「駄洒落を

言ふものさへ」いた。 

 9 月 18 日付には「会社瑣談」が載っている。「瑣談」は細々とした詰まらない話しの意である。

一つ目は「目的は何か」というやや長文の記事である。会社の立場から言えば、期限後に死んで
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も死なないでもよく、期限前に死ねばもっといい、いずれにせよ会社に損はない 1）。では、老人

を買った側から言うとどうか。当てが外れそうになったときにどうするか。 

 「爺媼買は期限後瞬間に死んで貰はねはソレこそ由々しき一大事
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

此頃の某町にては買人が左杜
ニシ

には買ふた老媼あり右 季
ヒガシ

には又買ふた老翁あり媼は満期前に死にさふなるにそサテ今死なれ

ては資本
モトデ

の入れ損なりと牛乳やら玉子にて今且らく且らくといふて重忠の情あるでもなし而る

に当て事と越中の何やらは兎角に前から外れるか不定的天則とやらて老翁は中々にて満期を過

くること既に二週間以上なるにイッかな死なはこそ近々に無病健全馬援よりも矍鑠なるこそ買

人は大に心痛の末、否な無病祝儀の為一策を按し出し山吹色の味瓜を其家に持参して今日図ら

ずも此の品二三顆到来せしが実に世にも稀れなる味あり暑中の御見舞までホンの寸志ながら

一ッ食しあがりませとの挨拶に早速皮肉ともムシャムシャ他人はヤレ虎列刺がアブないと待て

どもゲーともブーとも言はばこそ五深切
マ マ

にありがたしと素知らぬ顔其癖不信切なるを知らぬが

仏オー情無や」。 

二つ目の「仮病
カビョウ

の流行」は買われた側の強かさを描く。 

「満期前に死にさふ分には玉子よ牛乳よと日毎夜毎に到来するものから這
コ

は一番考
ママ

ひものと何

ともないのに高枕をして玉子を貰ひ牛乳を貰ふとスグに売捌くにぞソコはサスカに抜からぬ奴

ありて之れと共謀する買人もありて同一の玉子を毎日転々する商買人もありとか又た仮病する

ため俄かに着色して青ざめる工夫もありとのこと」。 

三つ目「証書の抵当」は「被保険証書を抵当として金貸する高利貸」がいて、すでに１万 8000

円を貸し付けたと記し、「益々出てて益々エライ」と皮肉る。医者も商売をしていた［「医者の人

買」］。「爺媼ひの多きことは此の節の蚊よりも太甚
ハナハダ

しとのことなるが白潟の隅なる某医は診断して

は買ひ買ふては売り売るものはチト診断違ひの分にて奇貨可措と機を待つ分は見込通に行く分な

りと嗚呼此の辺が仁術とも謂ふへき処かネ」。 後に老人や病人を売り込む話である。「バーや

バーヂーやヂー衰病者や衰病者と市中公然売り歩くものもマサカに無けれとそこら辺を売り廻る

ものは近頃漸くに多し」。 

被済人として自分の命を賭けの的にされた人はどうするか。10 月 24 日「庖丁騒き」によれば、

松江共済会社の「被済人たる某老翁」は、解散命令に伴い検事局から証人として召喚された。そ

こで倅が「被済の趣を打ち明け」たところ老人は大いに怒った。「ウヌれ一言の挨拶もなく斯る殺

人会社へ入れるとは不届千万子として親を殺すも同然中々以て承知ならぬ」と庖丁逆手にのぼせ

上り、「不孝もの親より此世の引導渡して呉れん」と大騒ぎ、とうとう「裁判所から御呼出こソ幸

ひウヌ等の悪事の段々殊に自分は印判もなけれは印判の偽造をなし居るに違ひないから其段お役

人に申上けて目に物見せて遣らんづ」と遂に一昨日検事局に出頭した［28.10.24］。 

 

２．「怪社熱」 

 明治 28 年 10 月 5 日「流行会社の現在数」によると、松江市 34、島根郡１、意宇郡 5、楯縫郡
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3、神門郡 9、出雲郡 2、安濃郡 15、邇摩郡 19、大原郡 3、飯石郡 10、邑智郡 13、那賀郡 3、仁多

郡 1、計 118 社であった。松江は別格として県下一円に及んだ。 

上掲「会社瑣談」[28.9.18]は神門郡今市の盛況を伝えている。今市には「例の保険会社の看板」

が 36、7 枚も立ち並ぶ。今市さえこうであるから「松江が看板か看板が松江かとの観も無理なら

じ」。今市から松江に来た人の話しでは、「例の会社流行にて会社の店一軒に付き二間口位（但し

店先のみ） 低価 4 円 50 銭（一ヶ月）多くは 8 円より 7 円 50 銭ソレに店亭主付と唱ひて其家の

亭主が店番兼書記をすると合せて 12 円が沙汰なりと」。 も多忙は「活版所、大工（店付変更等

にて）、車夫（腕車にて奔走するを運動と唱ふるとそ）及び彫刻師」。「支店か 37 外にも店か 16 と

か大津の町外れ橋詰には取次の看板八枚ブラサゲ居るものなりと」[28.10.2]。 

｢愈々益々流行会社の流行を希望す｣[28.10.6]という長文の記事は、司法も行政も類似保険退治に

埒が明かぬから、逆説的に会社を奨励することで早く駆逐しようと主張している。 

「起るワ起るワ県下の流行会社起れ起れ愈々益々ドシドシと起れ熱するワ流行会社の周旋者狂

へ熱せよ吾人は之を抑へんと欲する情を転して正反対に之を勃興せしめんことを頓悟したり何

そ撲滅するを要せんや何そ維持法を策するに及はんや吾人は寧ろ諸肌ぬいで之を奨励せんと欲

す決して広告料を網するに乗りが来りて然るにはあらす乃ち是れ自然淘汰の法則を速かに実地

に行はしめんことを欲するのみ」 

書き出しは口調がよい。どんどん奨励しようという。「広告料」に触れたのは、記事では批判す

るのに、広告掲載には熱心であることをどこか気に掛けていたのであろう。実際、広告料収入は

多かったであろう。多量の広告を載せる傍ら批判的な記事を載せていた。新聞人としてどこか後

ろめたいものがあったのであろうか。 

「彼等の事若し堪ふへからさる弊と害悪とあらは自滅の運は益々勃起盛行する程速かに至らん

は必然の理なれはなり司法にも行政にも罹らぬものならは此の問題を実地に速決するは益々其

流行を奨励するに如かす一時厭ふへきの象是れ暫らく目を塞がはそれにて済む之を比較的に永

く保壽せしめて隠々暗々弊害を浸漸せしむるに比すれは吾れは頗る之を得策と信す」。 

司法も行政も手を出さないのであれば、逆に奨励すればするほど早く自滅するから、そこで一

時の害には目を瞑ろうというのである。文中「網利」は、諸橋轍次『大漢和辞典』[1958,巻 8]によ

れば、「儲けを独り占めすること」とある。 

「今や此の濡手に粟的僥倖事業あるため世間は之に気を奪はれて慥かに他の実着なる正業を見

るの目盲し耳聾し心眩み居るなり其害間接に甚はたしきもソレも一時の事なり僥倖網利
モウリ

の一念

にのみ智を長して而も偶々之れを得淫佚驕奢当然の結果のみソレも一事の事也只『一時』を長

からしめると短からしむるとは奨励策を実行すると否とに存するのみ今一段奨励せば其中顕然

と司法権の発動せざるへからさる機運に会せんも知れすソレは堂でもよし自然淘汰の法則吾れ

を欺かすは何を待たすとも社会の自然的勢力にて此の問題は終決は告けられん」。 

続いて、この流行が実業界の不振をもたらしていると言いたかった、と本音をもらした。もっ
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とも、原因と結果は逆ではなかったかと思われる。 

「扨其上のお話しなり実を申せは本県実業界の不振を発表せるものにて語を換へて云はば実業

界は斯る合資会社のために跋扈せられて呆然たるなり他に確実の実業振起隆興の運に在らは爭

でか此の類の怪社発起するの余地あらんや而も実業界果して感覚あるや否を知らす聊か希望を

述へて流行合資会社の益々流行発起せんことを希望し之れを称賛し之れを奨励す公認会社を称

賛希望◇◇するはモト当然の筋合なり既起将起の会社諸君益々広告料を気張れ 

  会社評して曰くソリャ我を折って来たな」 

 同じ紙面に俗謡が載っている 2）。杵築の浜の塩焼きの翁からの葉書に、合資会社流行について

地方の景況を詠んだ歌が書かれていた。塩焼は「藻塩草を焼いて塩をつくること」、また作る人を

指す。「格子怪舎」は「合資会社」である。「うたてし」は「転てし」と書き「①心に染まない感

じである。②心が痛む。気がかりである。気の毒である」の意味とか。 

「格子怪舎と人はいふなり 杵築の濱のしほ焼翁よりひらりと葉書 

 合資会社流行に付き地方の景況を 

 出張所の俄か作事の店構 格子怪舎と人はいふなり 十五夜感あり うたてしやかかる良夜も

邪話
ザ ワ

々々と 爺々
ジ ジ

や婆々やの命（明）盡き（月）の沙汰」 

 

Ⅱ．解散命令 

１．取り締まり開始 

 司法も手を拱いていたのではない。9 月 27 日に「谷口検事」は松江共済に臨み「書類の幾部を

押収し」、能義郡母里村で親子四人が「老病者を仲買せる」として「書類及証券を押収」し、29

日午後にも市内の松江共済、帝国共済、出雲互救、山陰共済の 4 社を「臨検」した。同日午前中

には「寺田検事」が雑賀の安全共済を臨検した。10 月 1 日には「去 28 日迄に登記を経たる市内

の該合資会社の業務担当人は何れも検事局に召喚せられ取調を受けた」[28.10.2]。同じ日に谷口検

事は「書記を従へ左の会社へも臨検せし由尚追々取調を進める由に聞く松本合名、博愛同盟、帝

国義済、簡易生命保険」[28.10.3]。10 月 3 日谷口検事は臨検ののちに「市役所に至り高橋助役に

面会して同件に関する打合せを為した」[28.10.5]。 

 28 年 10 月 6 日号は「確かなる筋より」聞いたとして「流行合資会社に対する検事局の方針」

を報じた。合資会社が社会に弊害を及ぼすこと勿論であるが、今その撲滅策を講ずると、「一種の

社会◇的動揺（と
マ

ハ何
マ

か）起らんとするの虞あり」却って社会の安寧秩序を害す恐れがあるから、

「現在の会社に対し組織方法を改善して種々の弊害を醸さしめる方策を講し以て営業維持をなさ

しめんとするに在りと」。行を替えて次の文章が続く。「自然に放任するも自滅の運は来らん是れ

社会淘汰の必至なり但[し]司法の職権上無弊営業の維持策とは請ふ之を実行上に見ん」。放任して

も自滅するであろうが、司法の職権をもって弊害なく営業させるとはどうするのか実際に見たい

というのである。さらに行を替え、弊害が官界に及んでいるとの噂を伝えた。 
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 「悪声憎むべし 彼等怪社関経連の云ひ触らす事なるへし曰く判官連中又県官連中現に流行会

社にヨシ直接の顔出しせすとも間接に身を隠して直接の関係者ともいふへきもの一二三にして

止ます新聞屋如何にいふとも吾等豈に関せんやと是れ昨今世間に浮伝する一説なり悪声憎むべ

し悪声憎むべし自家の利の為めに官界の清を汚濁するの言を憚らず悪声憎むべし悪声憎むべし

ヨシ寸弊無き営業なるも商業に関係せさるは規の律する所況んや判官をや若し果して此の悪声

を事実とせは官紀恐らくは紊壊せん憎むべき哉此の悪声を放つもの」。 

 この記事は単に噂を伝えたのか、司法の尻を叩く意図があったのかは分からない。実際には取

締りの準備が進んでいた。なお、文中「新聞屋如何にいふとも吾等豈に関せんや」とあり、新聞

のみ正しいと言いたかったのであろう。 

28 年 10 月 8 日「流行義済合資会社の媒介人に付」によれば、「警察部は部下に内訓を下し」、

仲買人に欺かれないように市民を説得することを求めた。 

「近頃流行の義済合資会社に付き加盟の媒介をなすの徒続々生し来れる中に詐欺を働くの輩少

なからず人民の之れに欺かるるものも従って多きやに聞ゆ果して然らば不都合の至りに付此際

其の部内人民に対し斯かる媒介者に欺罔されざるよう篤く懇諭ありたし云々」。 

 那賀郡西部でも合資会社は盛況で三隅警察分署は、あるいは契約者に注意を喚起しあるいは家

ごとに契約の成立を詰問し間々契約証券を引上げるなど注意おさおさ怠たらなかった。「為めに会

社関係者抔は公認営業の自由を妨害するものなり抔呟やくもありと」[28.10.9]。 

 10 月 7 日、松江地方裁判所の命により松江共済の「事務担当員」3 名は「同社務上に付詐欺取

財の廉ありと認められ」拘留された。新聞社は口止めされたようで、「其事件の詳細は予審中と聞

けは当分掲載するを得す何れ不日発表せん」と結んでいる[28.10.9]。 

 さすがに松江共済への手入れは「怪社界の恐慌」を引き起こした。「何故ぞやサスがに松江共済

合資会社員の拘留を見ては該社会も多少戒心と知られにき◇れも其筈之が其第一着手と為るかも

知れず本日の広告欄某の無承諾被済注意の如き慥かに一材料たり」[28.10.10]。同じ日、松江市役

所も「市内に続出する流行合資会社の調査に着手し各社より規則書等を添え社員連署にて届出で

しむることにせり」[28.10.10]。 

 28 年 10 月 15 日「合資会社の狼狽」は面白い。「この地も白昼怪社横行すること甚しく奸悪手

段噴飯事件の日に続生すること厭ふへしこの中検疫官の来村せられしに怪社連とも保安課長か帳

簿調査に来りしと聞き誤り周章狼狽玉帳抱へて逃げ出せしもありしと」。 

 いよいよ予審の「証人尋問」が始まり、松江共済の 3 名が「詐欺取財事件の証人として…津村

予審判事の取調を受けたり」[28.10.17]。 

 

２．解散命令と『山陰新聞』 

 明治 28 年 10 月 22 日午後 1 時、同日付けで松江地方裁判所は出雲国と石州安濃郡の合資会社「百

八個」に対し「右会社ノ営業ハ公安ヲ害スヘキモノト認メ検事ノ申立ニ依リ商法第 67 条ニ従ヒ」
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解散を命じた［28.10.23］。濱田支庁管内でも 34 社に解散命令が出た。28 年 10 月 24 日付によれ

ば、営業中の会社は 159、解散命令を受けた会社は143
マ マ

、差し引き 16 社はいまだ解散を命じられ

ておらず、「検事より申立中」と伝えられた。10 月 23 日付で松江市の松江同盟、笠津共済、津田

共済、同和済生、仁多郡の簸上義済、安濃郡の慈愛義済の 6 社が［28.10.25］、25 日には山口義済、

仁壽義済、島與共済の５
ママ

社が解散を命じられた［28.10.27］。 

 邑智郡川本に起り、県下流行の合資会社の元祖と称された関西生命保険が 11 月 1 日に解散を命

じられた。これが 後の解散会社であったらしい。同社は、自社は他社と違うと思っていたよう

で、「他の滅法怪社の如くは狂せざりし如く寧ろ多少の貫目を付けてヂミて見えたるはサスガに井

川天野なんどといふ本県の警部中にも此のものありと云はれたるお古を引き入れし効能ありなん

ど他社の為めに羨やまれしが扨秋風吹いて木葉を残さざるは天地の至理爆然一昨夕を以て解散の

命は其頭上に落ちぬ驚いて肝を消すもハヤ詮方あらすコレで組合死亡保険方法の合資会社は全く

跡を絶つに至りぬ」[28.11.3]。 

 『山陰新聞』は解散命令に歓迎の意を表した。23 日付では「大快報々々々之を待つや久し溜飲

一下天地爽」とのみ書いた。翌 24 日には「流行合資会社の解散万歳」として長々と書いた。当時

の雰囲気がよく分るので全文を引いておく。傍点は原文のものである。 

 「共済互救固と是れ◇義の広告する所然れとも此の羊頭的美名を掲けし彼の狗肉的事業を行ふ

悪事多しと雖も天下豈之れに過くるの罪業あらむや 

然れとも世上道義の復活を絶叫するものあるだけソレだけは其反面に於て正さしく徳義の地

を掃へることを反証するものにして も太息すへし吾輩なれはとて子孫自◇子孫計、子孫の為

めに良田を買はす杯済まし居るものにあらすといへとも我輩は平素生命保険の往々にして其弊

を助長し親殺等の発生するか如き極弊は且らく措きて問はじとするも尚ほ欧米婦人の保険なき

男子に嫁するを拒絶するなど公々然発表して日本的道義を破毀して恬然顧みさる侫◇者あるを

憎み更に太甚しきは棺を作るもの暗に人の死を欲すると一般、被保険者の可成的零落せむこと

を望むの情なきにあらさるを憂ひたりしに人命を賭して不正の利を網せむとするに至りては好

し法律上俄かに之れを罪すへきにあらすとするも徳義の上よりしては精神的殺人罪と見て而か

も過言にあらさるを◇る 

看よ県下に於ける近時、精神的殺人罪を犯せるもの果して幾可の多きに達せるかを彼の類似

保険合資会社の如き抑此の類にあらじとせむや独り会社自身のみならす彼等罪人中には老者病

者の仲買を業とするものあり生命保険の点よりすれは制限的に人の死を欲せさるものなり既に

契約期限を超過すれは一日も速かに人の死を欲すること も急にして も切なり其極口善悪
く ち さ が

な

きものは其病死者の霊前に於て仲買某君万歳某老翁媼往生千歳を称したるものありと言うに至

りて道義も呆然自失して唯法律の加護を仰くあるのみ吾輩か解散万歳
．．．．

の四字を以て聊か故合資

会社の霊前に尚くば饗けよを唱ふるものマサカに其謂れなしとせんや吾輩は其処分を待つこと

久し 
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若しも其処分にして一日を遅くれば一◇の生産を害し十日遅れは十日の公安を害し投機其極

に達して正業休し華奢其盛を致して勤倹其地を失ふ蓋当局者の苦心惨憺して其機を待つや殆む

と探偵小説を読むの概ありしならむ 

果然一昨日を以て検事の申告を容れ晴天霹靂解散
．．

を命せらる我松江地方裁判所の直轄に属す

るもの108濱田支庁の直轄に属するもの34社に及ふ而して其由る所は公安を害すと云うに在り

惟ふに公安を害すと◇◇には固より理由の存するものあり説明の限りにあらすとする能はさる

に従ひて将来厚顔にも抗告するものあらむ或は社会の生産上経済上に激動を与ふへしとコ子る

ものもあらむ然れとも吾輩の私見よりすれは説明の理由なきものあるも尚ほ検事の要求と判事

の受理とを多とす為めに周章狼狽するが如きは固と自業自得にして偶ま社会生産上経済上に変

動ありとするも大の虫を活さむとすれは小の虫を殺すの巳むを得さるは自から其の数なるのみ

兎に角近来の一大快心挙と謂ふへきなり而して吾社か特に号外を発して之れを報したるのも此

の際尚ほ知らすして詐欺に陥るものあらんかを恐れて之れを咄嗟の間に救はむとの微意に外な

らさるのみ 

然れとも幸に此の解散ありとて未来永劫に此種の合資会社を絶対的公許すること能はすと謂

ふにあらす苟くも法律の範囲に於て登記を請求し而して之れを設立するに於ては尚ほ其道あり

況むや狡猾者流の更に其組織を変更して表裏其実を異にするの工夫必すしも全く之れなしとせ

さるに於てをや商業会議所の如き故会社の悪弊を摘出して更に将来を慮り予しめ警を実業界に

報すること亦其任務なるにあらすとせむや嗚呼嬉しき哉流行合資会社の解散万歳」 

 11 月上旬には、「幾百の怪社よ妄執の鬼と為らす速かに解脱して涅槃門に入り佛果を得よ」と

引導を渡した[28.11.3]。 

 解散について『山陰新聞』には言いたいことがあった。11 月 7 日紙面の一面トップで「会社解

散の跡始末」と題して法律問題とするよりも潔く金を返して解散せよと主張している。 

「社会上、道義上より言へは彼の類似保険会社の不正不当なるは必らすしも解散を待ちて後知

らす青天霹靂、畢竟法力を仮るの巳むを得さるに至りしは寧ろ社会的及道義的制裁の不幸にし
、、、、、、、、、、、、、、、、

て無勢力なりしを悲ますはあら
、、、、、、、、、、、、、、

す 

然れとも吾輩か今日に於て其跡始末を論述せむと欲するものは社会的、道義的の直観にあら

すして直接には経済上の粉乱を防き間接には道義上の狂乱を既倒に挽回せむと期するに外なら
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

す
．
然らは其跡始末は如何に片付くへき一言以て之れを蔽へは相互法論を廃するに在り即ち交譲

を以て終らしむるにあり 

蓋、財悖
モト

りて入るものは又た悖りて出つること古今東西に渉りて寧、一大玄理なるへし法律

上より立論すれは或は公安妨害
．．．．

の四字よりして元来無効の契約
．．．．．

にして約因
コ ー サ

なきと同時に

法 鎖
オブリゲーション

を生するものにあらす従ひて彼の契約金と称するものの如きは固より加盟人に返却す

へきものなりとか但しは相互不当の利得
．．．．．．．

を以て仮設せられしものなるを以て訴権を与ふるの限

りにあらすとか随分漆面倒なる理屈を漕き付け得らるるならむ然れとも吾輩は却りて此の理屈
．．．．．．．
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を憎む
．．．

 

試みに察せよ凡そ営業者の先天的考想として誰れしも損を目的として営業するものなかるへ

きと同時に互に利することなくむば商業の成立すへき筈なし例の会社の如きも勿論然り法人自

身も奇利を網せむとして起り加盟者自身も未必の条件を奇貨として入り殆むと賭博と一般にて

加盟者低減すれは会社竟に維持すること能はす加盟者も亦或る制限に達したる後、一日も速か

に死せされは其利を得ること能はすコレ固と双方不義を賭して不当の利得を僥倖せむとするに

過きす何むぞソレ不仁の極みなるや 

浩る不仁不義を目的として創立するもの公安維持の為め解散せられしは相互自業自得にして

固より吊すへきの限りにあらす之れを吊するに其詞なしと雖其跡始末如何に依りては其関係す

る所惟り其対手間に止らすして正業の信用も亦且恐慌を被ふるもの大ならじとせす 

更に一歩を進めて之れを論述すれは会社も加盟者も（仲買人は勿論のこと）互に不徳を働き

なから法廷を煩はすか如きは苟くも幾分かの人心あるものにして互に恥つへきの至りならすと

せむや吾輩にして若し司直者ならしめはソロモン的に一刀両断して曰く中夜目醒めて互に過去

を深念せよと蓋し何か故に我れに人心ありしや我面の毛なきやを自得するならむ況むや弁護士

を労して研究するが如きに於てをや 

法曹の審判も無用なり弁護士の研究も暗恥を化して明辱と為すに過きす一たひ過去の罪障を

察して悟道に入らは責めては手を労せすして涅槃門を開かしむるに於て必らすしも原田重吉の

力を仮らさるへし影の形と競争するを見て独り影の疾行するを怪まされは不徳の門に不徳を容

るるの相殺たるを知らむコレ寧汝等を導くの偈なるにあらすや然り審判も研究も其要なし交譲

のみ唯交譲あるのみ而して後、経済紊乱せす而して後、道義直ほ地を掃ふに至らす責めてはソ

レ在郷消滅なるにあらすや」。 

 

３．関係者の動向 

（１）司法 

10 月 22 日、松江警察署は「周旋人一同」を召喚し「爾来該件取扱をなさざる様懇篤諭示」し、

また「各所枢要の場所へ合資会社解散となりし旨の掲示」をした[28.10.23]。一方、谷口検事は 23

日と 26 日、書記を随へ「解散後の模様を観察の為め」市内を巡回した［28.10.24］。松江警察署は

23日に「直轄内各駐在巡査一同を招集し…解散に関する取締上につき訓示」すると共に［28.10.24］、

加盟したと思しき家を巡査が巡回して戸別に「後来関係せさる様注意を」した［28.10.24］。松江

警察署は 25日には「元合資会社事務員 60余名を召喚して内海署長より解散後の始末方につき縷々

説諭」した［28.10.27］。司法当局は本気で潰そうとしていた。仁多大原郡では、加盟人が解散会

社に対して契約金返戻等の請求のため「多少不穏の状ある趣き」であり、「三成分署長は夜中急行

当市に来りて直くと引返し木次警察署長も一昨夕出松して殆んと徹夜にて知事警部長等を訪ひ稟

申する処あり一昨日帰署せり」［28.10.30］。 
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 11 月 11 日に山陰生命保険会社の社員が松江地方裁判所検事局より召喚され、「其規則及取扱上

の詳細を答申」した[28.11.12]。「類似保険会社取締上要用」とのことで、召喚した同社員に「各保

険会社営業上 60 歳以上の被保人を入れしめさる理由を質した」ところ、同社員は「死期に近きも

のを加入せしむるは営業上危険なりとの事を具陳」した[28.11.21」。生命保険の原理が検事には理

解されていなかった。その一方、検事局は「生命保険類似の会社新設毎に必ず社員を召喚して其

方法等取調ふる由されは日々其社員は交々召喚されつつあり」[28.11.22]。検事もこの問題で多忙

であったと見える。 

 

（２）加入者 

加入者は当然のこと払戻を要求した。もっとも、記事は次の分だけである。「一昨夜に至て郡村

よりワザワザで掛けて続々該社に押寄するものあり曰く加盟金其他を払戻せよとサア始まったり

始まったり」。これに対する会社側の答弁。「加盟人か会社に迫ると会社は何れ一週間内には確定

何とか決着すへし御損分は掛けませぬとホントだろうかと首を傾ける加盟者もあり」［28.10.24］。 

 

（３）関連事業 

 周辺も大きな影響を被った。かつて盛況のときには「昼夜器械の音の絶えさりし市内の活版所
、、、

は恰も火の消えし有様とは此の向きに取ての大影響」［28.10.24］。解散と聞くとかねて会社の注文

を受けていた「大工
、、

は木札を堤燈屋
、、、

は油の乾ぬ提灯を其他種々と担き込み会社の店頭忽ち物品の

山をなせりとは抜け目無し」［28.10.24］。登記所は登記の届出を拒む権能はないが、「但し登記を

経て会社成り立つたアトより直くと解散命令の順序と相成るへき訳左れは登記所も一応間接の注

意位は是れからの分には与ふへしとなり」［28.10.24］。 

 

４．反応と反撃 

 解散を命じられた「怪社」は「思ひ思ひ」に振る舞った。「看板を取り外して有体に命令の旨趣

を掲示する」会社、「依然たる」会社、甚だしいのは「商法の規定により解散の命はありしも本社

は直ちに抗告の◇◇をなしたれは加盟者は安心あれ」と掲示した会社もあった。「随分に狼狽の状

笑止に堪へさるものあり関係者は鼻挽き腕車を飛ばす等も見受けた」と付け加えた[28.10.23]。同

日の「解散後の怪社界」という記事は、命令後の混乱を予想した。 

 「彼等に取ては晴天霹靂ノボせて遣って見づくと抗告を意気張る鉄面皮者もあらんガックリ落

胆始めて酒の酔の醒めたる如く狐狸に魅せられたる如く惘然
ボウゼン

として恨めしげに 革
カバン

を眺むるも

あらん質屋の未練を歎つもああん頭痛を起すもあらん疝気を病むもあらん扨いづれ数月来の逆

上熱狂は直接間接に意外なる処に迄一時反動的現象起らでは済むまじ（勿論一時現象恐るるに

足らねど）中に就て是れからの新聞種子（ウルサイから真平御免にはあれど）は内端喧嘩に同

志打ち苦情其他摺った揉んだの悶着話しは到る処に起らん只此間窃かに舌をだして甘
ウマ

くチョロ



82                    田村 祐一郎                      
 
 

マかして遣ったナと笑みを漏らすもあらんアナうたてやなトハチト取越苦労と仰せらるるに

や」 

 解散の命を受けて銀行預金の引き出しを請求するものが「続々」出たが、預金の名義は会社で

はなく「一個人的名義」が多く、「此の手の連中も抜からぬ仕打」［28.10.24］。 

「近頃会社に在る残余の証券印紙を割引を以て買集むるもの少からず殆んど一種の流行なり」

と抜け目のない人々がいたと伝えている［28.11.6］。 

社員の逃亡を気遣う会社があるとは「余り社員方を馬鹿にした話しさ子
ネ

」［28.10.24］。 

精算人は重い任務であり、商法の知識くらいなければならないのに「按摩」を選んだ会社があ

るとして、「モン
マ

でヤハラ
マ

けはよいが」と書かれている［28.11.6］。 

 

（１）精算・払い戻し 

松江市八軒屋に設立された平和共済は『故平和共済合資会社は残務整理の為め清算人選定中』

と広告し、松江市津田街道に設立された笠津共済は曰く『来れよ来れ加盟者祖君、加盟金を返付

す』と」［28.10.26］。「契約金払戻し 解散合資会社の内一二の廉恥を知る者は契約金を 3 分 1 ツ

ツ返戻するからとて加盟人の内を廻り大半払戻しを済ませるもありとそ」[28.11.1]。 

ややこしい問題もあった模様である。飯石郡三刀屋には本店はなく、多くは代理店や出張所で

あったが、解散の報が至ると大いに狼狽し、23 日夜は博愛、仁慈、八雲の各社代理店や出張申込

所員は「相会し善後の議を凝ら」した。この地だけで集めた金が 500 円ばかりあった。こうした

現金の預証書は本店へ送っていたが、それは 早無効であると見做し、直ちに加盟金は申込人各

個に返戻すべしとの議に決し、樋口某の如きは「早速其決議を実行し返金処分を済ませ」た。し

かし、翌日に異議が生じた。「曰く何さま本店に対し現金の預り証書を入れ居る以上は本店より該

証書を戻さざる限りは之を各個に返金する訳には参らず」と。そこでさらに会議を開いたが、「斯

る所へ所謂募集人等現金の利害に関係あるもの数百人推
、、、、

し掛け来りて
、、、、、、

戻せ返せの厳談に及ひ其混

雑一時は名状すへからざる程にて紛々轟々果てし無き有様なりしがツマリ本店より預り証書を回

付し来れる上にてとの一点張りにて本店を楯に先づ先づ其場を切抜けたりと」［28.10.27］。 

 「邇摩安濃両郡の元合資会社の業務担当員等は部内有志の心尽しに戻らじと終に両郡共 5 名宛

の調査委員を選定し一同集合して契約人に返金の歩合を協議決定することになせりと」

[28.11.12]。 

邇摩安濃郡では会社の後始末について美談があったらしい。 

「聞く所によれば金子男爵恒松代議士は合資会社解散善後策に付大に尽力する所あらんとし藤

岡直蔵岩谷善右衛門安井好尚諸氏と謀り合資会社業務担当社員を集め会社は契約人に対し之れ

を法律問題として互に権利を争ふことをなさす会社自ら徳義を守り精確なる清算をなし契約人

と協議を遂け円満の終了をなすことを希望する旨懇談せしに孰れも同意を表せしかば諸氏は更

に各村長有志家等に謀る所あらんとするの際偶邇摩安濃地主総会の開設ありしに依り其席に於
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て更に右の旨
シ

意
イ

と会社の意向とを述へ本郡の為め共に斡旋の労を執らんことを望みたれは参会

の人々も大に同情を表したり然れは漸次各村一般に此趣旨を伝へ此際徒らに紛擾を来すか如き

不都合なく円満の終了を見るならんといふ」[28.11.10]。 

 

（２）再起を期す？ 

解散後に営業方法を変えて登記を受ける準備をする「異名同質の会社
、、、、、、、

」があった。記事は「甘
ウマ

く

通ろうかの」と書いているが、強かである［28.10.24］。 

解散命令後に「抗告をなせしもの昨日まてに 1 社」であったが、「弁護士の門前人力車頻繁」に

よれば、「解散の命に接するや該社員は早速弁護士の許に馳せつけ加盟金は払戻すへき性質のもの

なるか抗告をなす手続如何其他何かと研究に至るもの一昨夕より同夜に掛け殆と絶間なき有様な

りしと」。しかし、「弁護士へ抗告の代理を依頼せるも誰さら受込みし者なしとは定て失望」

［28.10.24］。 

28 日は期限というので合資会社は「続々裁判所に詰掛け清算人の登記を受くるもありしが抗告

をなせし会社は 6 社ありとか」［28.10.29］。解散命令を受けた会社が「伯州米子に於て登記を受け

んと該地に乗り込むもの続々ある由なるかどうやら鳥取の裁判所も解散の命令方針なるやに聞

く」［28.10.25］。 

 

（３）弁護士へ研究依頼 

 10 月 23 日、松江市内の合資会社の周旋人は「臨水亭に会して契約金其他の関係に於る権利義

務を判然せしめさるへからすとて其研究を依頼すへき弁護士の投票を為せしより福岡世徳、湯浅

豊太郎、松浦六右衛門の三氏当選各自研究して加盟者の為めに尽さんとて散会せり」［28.10.25］。 

10 月 28 日午前
マ マ

8 時、松江市内の「元共済的合資会社員」は灘町望湖楼に集会を開き、「会社の

善後策に就て協議する所あり畢竟契約金は契約人に返付すへきものなるや否や之れか研究方を大

阪の弁護士に依託せんことを決せりと」［28.10.29］。先のグループと同じものかどうかは不明。 

広告を行った会社は「合同して」総代社員 2 名を大阪に派遣して弁護士に研究を依頼し、もし

それで「勝訴の鑑定」が得られなければさらに 2 名を上京させる「決心」であった。新聞は「ソ

レでイケねは堂
ママ

なさる誤
ママ

苦労千万」と、例によって揶揄している［28.11.6］。 

 

（４）創立事務所 

「創立事務所」を設けた会社があった。「茲に憎むへきは」と『山陰新聞』は書いている。「何々

会社創立事務所」と新看板を掲げた会社があり、しかもなおこれに「瞞せられつつあるものあり

法律をも世上をも憚からぬ振舞単に法をクグルを念とす憎むへきなり異名同質且創立事務所の名

に依り如何なる実を為さんも知れす警察官の注意ものなり公安を害すとは其名にあらすして其実

なれはなり」［28.10.26］。ところが「再設怪社復た解散」という続報がある。「何々会社創立事務
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所の看板頗る社会公安の為めに気障りなるに付き昨日の紙上にもちょっと之に対して一筆を加ひ

置きしが果せる哉左の快報は来りぬ苟くも解散の事無けれは止む一たび解散の命令を行ふドコ迄

も解散の趣旨を貫徹せざるへからず解散の趣旨を貫徹せんと欲せば宜しく根絶を期せざるへから

ず外形の瞞着を許さずして余類無からしむる其の所なり『当市天神町 42
、、

番地
、、

に出張所を置ける飯

石郡来島村大字野萱 806番地設立の帝国簡易生命保険合資会社は去 22日解散を命せられたるが更

に昨紙の登記公告にもある如く而も同人が同名称を用ひ帝国簡易生命保険と称し天神町 42
、、

番地
、、

に其本店を置き 24 日松江区裁判所の登記を受けたり然るに忽然として再び解散の命令は昨日を
．．．．．．．．．．．

以て彼れの頭上に落ち来りぬ
．．．．．．．．．．．．．

』姿を変へて再設に瞞せんとするもの是に於てか顔色無し」

［28.10.27］。 

 

（５）裁判 

 11 月 8 日「如是我聞」、つまり「われはこのように伝え聞いた」という経典の冒頭の書き出し

で「元怪社へ裁判の火の手」があがったと報じている。 

 「出雲西部や石州東部の瀕海各村にては例の怪社か未た悉皆ぶつこわされぬとき船底の下は地

獄の海に漁る危き生活をなさんより星を戴き月を踏み◇面に粒粒辛苦をなさんより寝て怪社の

棚より落つる牡丹餅待つへしと我れも我れもと衣類や出来稲の如きものを質入れ或るは牛馬を

売りこかして契約を結ひ居たるに木枯の風に怪社もぱらぱらと落され女賢うして牛売り損ふと

あるより我れは男にて何にたる無分別をせしそと悔みて詮なきものからこの上は契約金を取り

返へすのか上分別と怪社に出掛けて掛合ひとも抗告中なれはと云口実にて刎返へさるるより今

はただでは行かずと契約人と云契約人幾百名か恐ろしき権幕となりけれは其筋より注意もをさ

をさ忽せならさりしか此頃遂に邇摩安濃両郡の有志者として金子男爵恒松代議士藤岡部長なん

といふ面々が切に憂慮し安濃郡の元怪社員村長等を大田村に邇摩郡の方は大森村に召集して和

解の事を懇諭絮説
コンユジョセツ

したり左れと元怪社員は言を左右に托しはきはき応するの色見へさるより有

志も窃に面憎く思へともカヤウにすへしと命令する訳にも行かす兎に角成るへく穏かに然るへ

う杯といふ位に打ち別れしかこれを聞く契約人は愈よ以て却を煮やし抗告の結果を待て申し出

る儀もあらんと控へ居るとか」。 

そして明治 28 年 12 月早々、松江共済会社の社員 3 名について予審において「詐欺取財」と決

定され、松江地方裁判所の公判に移された[28.12.8]。 

 

Ⅳ．むすび 

 『山陰新聞』は、本稿で見たように類似保険会社に対して厳しい批判的な論調の記事を掲載し

続けた。それらの記事は類似保険の本質を的確に突いていた。その傍ら、類似保険会社の広告を

多量に掲載していた。それらの広告は一般の人々に類似保険への加入を誘引する効果をもったと

思われる。これほど多量の広告を載せたのは、明治 32 年宮城県の『河北新報』のみである。筆者
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にとって も興味深かったのは、『山陰新聞』における記事と広告の対照的な扱いであった。もっ

とも、上述のように、この点についてコメントする用意はない。 

 さて、僅かな期間であったが、島根県の類似保険ブームは 10 月に頂点に達した。そして同月

22 日に解散命令が出され、多くの会社は清算に移った。他県では解散命令と同時に類似保険ブー

ムは雲散霧消した。しかし､島根県では､少なからぬ数の合資会社があるいは転進を図り､あるいは

裁判に訴えるなど抵抗を企てた。その動機は、儲けの種を失いたくないということだけであった

のだろうか。これは島根県に見られるこの特徴的な現象であるが、もしかすると、合資会社関係

者は正しいことをしていると思い込んでいたのかも知れない。 

 

注 

1）実際には、期間内の死亡のときには入会料は会社に入るが、ある程度の数の死者が出て掛金を徴収しない

と会社の収入が減る。 

2）解散後に都都逸を歌った会社があった。「◎都都逸 邇摩郡大国村にても例の怪社を組織せるものあり設立

日尚ほ浅きに過日解散の命下るや怪社関係者は集会の上更に完全なる会社を組織せんとの協議を為し席上

左の都都逸を歌ひたりと 目的外れば方向替へてクチヤン原野に移住する」［28.10.29］。 

 


